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議案第１号 

 

機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例案を次のとおり提出する。 

令和２年３月４日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例 

（五島市老人福祉計画・介護保険事業計画策定協議会条例の一部改正） 

第１条 五島市老人福祉計画・介護保険事業計画策定協議会条例（平成１６年五島

市条例第１０２号）の一部を次のように改正する。 

第９条中「市民生活部長寿介護課」を「福祉保健部長寿介護課」に改める。 

（五島市生活支援ハウス及び高齢者生活福祉センター条例の一部改正） 

第２条 五島市生活支援ハウス及び高齢者生活福祉センター条例（平成１６年五島

市条例第１０８号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項の表岐宿生活支援ハウスふれあいの里の項中「五島市岐宿町岐宿

３９６番地１」を「五島市岐宿町岐宿３８３番地１」に改め、同表三井楽生活支

援ハウス白砂の項中「五島市三井楽町濱ノ畔１０４６番地１」を「五島市三井楽

町濱ノ畔１０４６番地８」に改める。 

第１６条第２項第１号中「市民生活部長寿介護課長」を「福祉保健部長寿介護

課長」に改める。 

（五島市保健対策推進協議会条例の一部改正） 

第３条 五島市保健対策推進協議会条例（平成１６年五島市条例第１１７号）の一

部を次のように改正する。 

第１０条中「市民生活部国保健康政策課」を「福祉保健部国保健康政策課」に

改める。 

（五島市立診療所運営協議会条例の一部改正） 

第４条 五島市立診療所運営協議会条例（平成１６年五島市条例第１２１号）の一

部を次のように改正する。 

第１０条中「市民生活部国保健康政策課」を「福祉保健部国保健康政策課」に

改める。 
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（五島市予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正） 

第５条 五島市予防接種健康被害調査委員会条例（平成１６年五島市条例第１２２

号）の一部を次のように改正する。 

第１０条中「市民生活部国保健康政策課」を「福祉保健部国保健康政策課」に

改める。 

（五島市農業振興協議会条例の一部改正） 

第６条 五島市農業振興協議会条例（平成１６年五島市条例第１５９号）の一部を

次のように改正する。 

第１４条中「農林水産部農業振興課」を「産業振興部農林課」に改める。 

（五島市地籍調査推進委員会条例の一部改正） 

第７条 五島市地籍調査推進委員会条例（平成１６年五島市条例第１９７号）の一

部を次のように改正する。 

第１０条中「建設水道部管理課」を「建設管理部管理課」に改める。 

（五島市営住宅入居者選考委員会条例の一部改正） 

第８条 五島市営住宅入居者選考委員会条例（平成１６年五島市条例第２００号）

の一部を次のように改正する。 

第１１条中「建設水道部建設課」を「建設管理部建設課」に改める。 

（五島市福江港整備促進委員会条例の一部改正） 

第９条 五島市福江港整備促進委員会条例（平成１６年五島市条例第２０６号）の

一部を次のように改正する。 

第８条中「建設水道部管理課」を「建設管理部管理課」に改める。 

（五島市都市計画審議会条例の一部改正） 

第１０条 五島市都市計画審議会条例（平成１６年五島市条例第２１０号）の一部

を次のように改正する。 

第１２条中「建設水道部建設課」を「建設管理部建設課」に改める。 

（五島市水産業振興協議会条例の一部改正） 

第１１条 五島市水産業振興協議会条例（平成１６年五島市条例第２７６号）の一

部を次のように改正する。 

第１０条中「農林水産部水産課」を「産業振興部水産課」に改める。 

（五島市青果卸売市場整備促進協議会条例の一部改正） 
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第１２条 五島市青果卸売市場整備促進協議会条例（平成１７年五島市条例第５０

号）の一部を次のように改正する。 

第９条中「農林水産部農業振興課」を「産業振興部農林課」に改める。 

（五島市農村地域工業等導入促進審議会条例の一部改正） 

第１３条 五島市農村地域工業等導入促進審議会条例（平成１７年五島市条例第５

１号）の一部を次のように改正する。 

第１０条中「農林水産部農業振興課」を「産業振興部農林課」に改める。 

（五島市地域福祉計画策定委員会条例の一部改正） 

第１４条 五島市地域福祉計画策定委員会条例（平成１９年五島市条例第１２号）

の一部を次のように改正する。 

第１１条中「市民生活部社会福祉課」を「福祉保健部社会福祉課」に改める。 

（五島市水道施設整備事業評価委員会条例の一部改正） 

第１５条 五島市水道施設整備事業評価委員会条例（平成２０年五島市条例第４７

号）の一部を次のように改正する。 

第１０条中「建設水道部水道課」を「水道局水道課」に改める。 

（五島市次世代育成支援行動計画策定委員会条例の一部改正） 

第１６条 五島市次世代育成支援行動計画策定委員会条例（平成２１年五島市条例

第２８号）の一部を次のように改正する。 

第１０条中「市民生活部社会福祉課」を「福祉保健部社会福祉課」に改める。 

（五島市医療提供体制のあり方検討委員会条例の一部改正） 

第１７条 五島市医療提供体制のあり方検討委員会条例（平成２１年五島市条例第

４１号）の一部を次のように改正する。 

第１１条中「市民生活部国保健康政策課」を「福祉保健部国保健康政策課」に

改める。 

（五島市食育推進会議条例の一部改正） 

第１８条 五島市食育推進会議条例（平成２３年五島市条例第１３号）の一部を次

のように改正する。 

第９条中「市民生活部国保健康政策課」を「福祉保健部国保健康政策課」に改

める。 

（五島市子ども・子育て会議条例の一部改正） 
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第１９条 五島市子ども・子育て会議条例（平成２５年五島市条例第２８号）の一

部を次のように改正する。 

第１０条中「市民生活部社会福祉課」を「福祉保健部社会福祉課」に改める。 

（五島市新型インフルエンザ等対策本部条例の一部改正） 

第２０条 五島市新型インフルエンザ等対策本部条例（平成２５年五島市条例第３

１号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「市民生活部国保健康政策課」を「福祉保健部国保健康政策課」に改

める。 

（五島市雇用機会拡充支援事業補助金審査委員会条例の一部改正） 

第２１条 五島市雇用機会拡充支援事業補助金審査委員会条例（平成２９年五島市

条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項中「地域振興部長」を「産業振興部長」に改める。 

第１０条中「地域振興部商工雇用政策課」を「産業振興部商工雇用政策課」に

改める。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

令和２年度の機構改革に伴い、関係条例について規定の整備を行う必要がある。

これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第２号 

 

五島市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について 

五島市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出

する。 

令和２年３月４日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

 五島市職員の服務の宣誓に関する条例（平成１６年五島市条例第３１号）の一部

を次のように改正する。 

第２条中「、任命権者」の次に「（地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和３１年法律第１６２号）第３７条第１項に規定する県費負担教職員にあって

は、五島市教育委員会。以下同じ。）」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓に

ついては、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができ

る。 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

会計年度任用職員の服務の宣誓について、任命権者が別段の定めをすることがで

きることとするほか、県費負担教職員についての規定を追加するなど、所要の規定

の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 

 

- 5 -



議案第３号 

 

五島市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

五島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和２年３月４日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（五島市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 五島市職員の給与に関する条例（平成１６年五島市条例第４５号）の一部

を次のように改正する。 

第６条第５項中「同日前」の次に「において規則で定める日以前」を加える。 

第３２条第１項中「基準日以前」を「その者の基準日以前における直近の人事

評価の結果及び基準日以前」に、「その者の勤務成績」を「勤務の状況」に改め

る。 

（五島市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第２条 五島市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１６年五島市条

例第４６号）の一部を次のように改正する。 

第１４条中「基準日以前」を「その者の基準日以前における直近の人事評価の

結果及び基準日以前」に、「その者の勤務成績」を「勤務の状況」に改める。 

（五島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第３条 五島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年五島市条

例第６４号）の一部を次のように改正する。 

第３条中第８号を第１１号とし、第７号を第１０号とし、第６号を第９号とし、

第５号を第７号とし、同号の次に次の１号を加える。 

(8) 職員の退職管理の状況 

第３条中第４号を第６号とし、第３号を第４号とし、同号の次に次の１号を加

える。 

(5) 職員の休業の状況 

第３条中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 職員の人事評価の状況 
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附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の一部改正を受け、職員の昇給及び

勤勉手当の額に人事評価の結果を反映すること等に伴い、所要の規定の整備を行う

必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第４号 

 

五島市犯罪被害者等支援条例の制定について 

五島市犯罪被害者等支援条例案を次のとおり提出する。 

令和２年３月４日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市犯罪被害者等支援条例 

（目的） 

第１条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市及び

市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援を総合的に推進する

ことにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減並びに犯罪被害者

等の生活の再建を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。 

(3) 事業者 市内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。 

(4) 市民等 市内に住所を有する者及び市内に勤務し、若しくは在学し、又は

滞在している者並びに事業者をいう。 

(5) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見や無理

解による心ない言動、インターネットを通じて行われる誹謗
ひ ぼ う

中傷、報道機関に

よる過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、

名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、プライバシーの侵害、経済的な損失等の被

害をいう。 

（基本理念） 

第３条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、

その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進さ

れなければならない。 

２ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害又は二次的被
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害の状況及び原因並びに犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、

適切に行わなければならない。 

３ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活

を営むことができるようになるまでの間、必要な支援が途切れることなく提供さ

れることを旨として行わなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、

犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。 

２ 市は、前項の施策を実施するに当たっては、国、県、警察その他の関係機関及

び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係する

ものと相互に連携を図るものとする。 

（市民等の責務） 

第５条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯

罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次的被害が生じることのない

よう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協

力するよう努めるものとする。 

（相談及び情報の提供等） 

第６条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよ

うにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必

要な情報の提供及び助言を行うものとする。 

２ 市は、前項に規定する支援を行うための窓口を設置するものとする。 

（見舞金の支給） 

第７条 市は、犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し

見舞金を支給するものとする。 

２ 見舞金の支給の対象となる者、見舞金の額その他見舞金の支給に関し必要な事

項は、規則で定める。 

（日常生活の支援） 

第８条 市は、犯罪被害者等が早期に平穏な日常生活を営むことができるようにす

るため、福祉サービスが提供されるよう必要な支援を行うものとする。 

（心身に受けた影響からの回復） 
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第９条 市は、犯罪被害者等が犯罪等による心理的外傷その他心身に受けた影響か

ら早期に回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療

サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な支援を行うものとする。 

（居住の安定） 

第１０条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害

者等の居住の安定を図るため、一時的な利用に供する住宅の提供その他の必要な

支援を行うものとする。 

（雇用の安定等） 

第１１条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るとともに、職場における二次的

被害を防止するため、事業者が犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者

等の支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等を支えるための職場環境の

整備改善その他の犯罪被害者等の支援を推進できるよう、情報提供、啓発活動そ

の他の必要な施策を講ずるものとする。 

（広報及び啓発） 

第１２条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性

及び二次的被害の防止の重要性等について市民等の理解を深めるため、広報及び

啓発に努めるものとする。 

（委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

犯罪被害者等の支援に関し、基本理念、市及び市民等の責務その他必要な事項を

定める必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第５号 

 

五島市交通安全の保持に関する条例の一部改正について 

五島市交通安全の保持に関する条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出す

る。 

令和２年３月４日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市交通安全の保持に関する条例の一部を改正する条例 

 五島市交通安全の保持に関する条例（平成１６年五島市条例第１３８号）の一部

を次のように改正する。 

 第６条第３項中「又は」を「、又は」に改める。 

 第９条第２項中「６０人」を「２６人」に改める。 

第１１条第１項中「は、非常勤とし、任期は２年」を「の任期は、２年」に改め

る。 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

交通指導員について、定数を見直すこと、及び地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）の一部改正により、同法第３条第３項第３号に規定する特別職の職員の

任用要件が厳格化されたことに伴い身分を見直すことから、所要の規定の整備を行

う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第６号 

 

五島市庁舎等整備基金条例の一部改正について 

五島市庁舎等整備基金条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和２年３月４日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市庁舎等整備基金条例の一部を改正する条例 

 五島市庁舎等整備基金条例（平成２８年五島市条例第５号）の一部を次のように

改正する。 

 題名を次のように改める。 

五島市公共施設整備等基金条例 

第１条中「市庁舎等の整備」を「五島市公共施設等総合管理計画に基づく公共施

設（学校、公民館、庁舎等の建物施設に限る。以下同じ。）の更新、改修又は解

体」に、「五島市庁舎等整備基金」を「五島市公共施設整備等基金」に改める。 

第６条中「市庁舎等の整備」を「公共施設の更新、改修又は解体」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

五島市庁舎等整備基金について、使途を見直すことに伴い、所要の規定の整備を

行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 

 

- 12 -



議案第７号 

 

五島市情報化推進委員会条例の廃止について 

五島市情報化推進委員会条例を廃止する条例案を次のとおり提出する。 

令和２年３月４日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市情報化推進委員会条例を廃止する条例 

五島市情報化推進委員会条例（平成２４年五島市条例第３８号）は、廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（五島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正） 

２ 五島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例（平成１６年五島

市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

別表第１情報化推進委員会委員の項を削る。 

 

 

（提案理由） 

五島市情報化推進委員会を廃止することに伴い、五島市情報化推進委員会条例を

廃止する必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第８号 

 

五島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正につい

て 

五島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例

案を次のとおり提出する。 

令和２年３月４日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する

条例 

五島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成１６年五島市条

例第２６１号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「１，５４０人」を「１，３７０人」に改める。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

消防団員の定員を見直すことに伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。これ

が、この条例案を提出する理由である。 
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議案第９号 

 

五島市印鑑条例の一部改正について 

五島市印鑑条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和２年３月４日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市印鑑条例の一部を改正する条例 

五島市印鑑条例（平成１６年五島市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項第２号を次のように改める。 

(2) 意思能力を有しない者（前号に掲げる者を除く。） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備

に関する法律（令和元年法律第３７号）の施行を受け、印鑑登録の登録資格を見直

すことに伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出す

る理由である。 

 

- 15 -



議案第１０号 

 

五島市児童遊園条例の一部改正について 

五島市児童遊園条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和２年３月４日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市児童遊園条例の一部を改正する条例 

 五島市児童遊園条例（平成１６年五島市条例第１００号）の一部を次のように改

正する。 

第３条の見出しを「（児童遊戯指導員の設置）」に改め、同条第３項を削る。 

第５条第３号中「たい積する」を「堆積する」に改める。 

第７条中「とき又は」を「とき、又は」に改める。 

第１２条第３項中「又は」を「、又は」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

児童遊戯指導員について、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の一部改

正により、同法第３条第３項第３号に規定する特別職の職員の任用要件が厳格化さ

れたことに伴い身分を見直すことから、所要の規定の整備を行う必要がある。これ

が、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１１号 

 

五島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について 

五島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和２年３月４日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

 五島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年五島市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

附則第２条中「令和２年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

放課後児童支援員の資格に係る経過措置を延長することに伴い、所要の規定の整

備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１２号 

 

五島市立保育事業所条例の一部改正について 

五島市立保育事業所条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和２年３月４日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市立保育事業所条例の一部を改正する条例 

 五島市立保育事業所条例（平成２７年五島市条例第１０号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第２項の表に次のように加える。 

奈留さくら保育所 五島市奈留町浦４６８番地１１２ １９人 

第３条第１項中「嵯峨島へき地保育所」の次に「及び奈留さくら保育所」を加え、

同条の次に次の１条を加える。 

（運営業務の委託） 

第３条の２ 市長は、奈留さくら保育所の運営業務を、社会福祉法人その他市長が

適当と認める法人に委託することができる。 

第５条第１項中「保育事業所」の次に「（奈留さくら保育所を除く。）」を加え、

同条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の

次に次の１項を加える。 

２ 奈留さくら保育所の保育時間は、午前７時１５分から午後６時１５分までとす

る。 

第７条中「平成２４年法律第６５号」の次に「。以下「法」という。」を加える。 

第１０条第１項本文中「３，０００円」の次に「（奈留さくら保育所において保

育を行ったときは、五島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負

担に関する条例（平成２７年五島市条例第９号）別表に定める利用者負担額）」を

加え、同項第１号中「子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下

「法」という。）」を「法」に改め、同条第２項中「嵯峨島へき地保育所」の次に

「及び奈留さくら保育所」を加える。 

附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の五島市立保育事業所条例第９条第１項の規定による奈

留さくら保育所に係る入所の手続その他の入所児童の決定に関し必要な準備行為

は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

 

 

（提案理由） 

奈留さくら保育所を設置することに伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。

これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１３号 

 

五島市奨学資金貸与条例の一部改正について 

五島市奨学資金貸与条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和２年３月４日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市奨学資金貸与条例の一部を改正する条例 

 五島市奨学資金貸与条例（平成１６年五島市条例第２１８号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３条中「独立行政法人日本学生支援機構の」の次に「奨学資金の貸与を受けて

いる」を加え、「奨学資金貸与額」を「貸与額」に改める。 

第５条の次に次の３条を加える。 

（予約の手続） 

第５条の２ 翌年度からの奨学資金の貸与を予約しようとする者（以下「予約申請

者」という。）は、毎年１０月１日から１１月３０日までに、奨学生予約願書に

次に掲げる書類を添え、在学中の中学校、高等学校、高等専門学校若しくは専修

学校の校長又は大学の学長を経て市長に提出しなければならない。 

(1) 世帯全員の住民票の写し 

(2) 学業成績証明書 

(3) 主たる扶養者の所得証明書 

（奨学生予定者の決定） 

第５条の３ 奨学生予定者（奨学資金の貸与を予約することを市長が認めた者をい

う。以下同じ。）は、五島市奨学生審議委員会の選考を経て、市長が決定する。 

（奨学生予定者決定の通知） 

第５条の４ 市長は、予約申請者を奨学生予定者に決定したときは、その旨を文書

により本人に通知する。 

２ 前項の規定による通知を受けた者は、進学後、速やかに連帯保証人と連署した

誓約書及び入学証明書又は在学証明書を在学中の高等学校、高等専門学校若しく

は専修学校の校長（以下「校長」という。）又は大学の学長（以下「学長」とい

う。）を経て市長に提出しなければならない。 
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第６条に次のただし書を加える。 

ただし、奨学生予定者である者を奨学生に決定する場合は、五島市奨学生審議

委員会の選考を省略することができる。 

第７条の見出しを「（奨学生決定の通知）」に改め、同条第１項中「在学中の高等

学校、高等専門学校若しくは専修学校の校長（以下「校長」という。）」を「校長」

に、「大学の学長（以下「学長」という。）」を「学長」に改め、同条第２項に次の

ただし書を加える。 

ただし、第５条の４第２項の規定により既に当該書類を提出している場合は、

当該書類の提出を省略することができる。 

第１０条中「奨学生」の次に「（奨学生予定者であった者を除く。）」を加え、「５

月」を「６月」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

奨学資金の早期交付を行うため、前年度中に貸与の予約をすることができる制度

に見直すことに伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を

提出する理由である。 
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議案第１４号 

 

五島市漁村センター条例の一部改正について 

五島市漁村センター条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和２年３月４日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市漁村センター条例の一部を改正する条例 

五島市漁村センター条例（平成１６年五島市条例第１８９号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第２項の表大宝漁村センターの項を削る。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

大宝漁村センターを廃止することに伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。

これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１５号 

 

五島市漁船保全施設条例の一部改正について 

五島市漁船保全施設条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和２年３月４日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市漁船保全施設条例の一部を改正する条例 

五島市漁船保全施設条例（平成１６年五島市条例第１９３号）の一部を次のよう

に改正する。 

附則に次の１項を加える。 

（富江漁船保全施設の休止） 

３ 第２条第２項の規定にかかわらず、富江漁船保全施設は、当分の間、休止す

る。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

富江漁船保全施設を休止することに伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。

これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１６号 

 

五島市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例の制定について 

五島市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例案を次のとおり提出する。 

令和２年３月４日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、長崎県急傾斜地崩壊対策事業補助金交付要綱（昭和５３年長

崎県告示第７６６号）に基づき市が実施する急傾斜地崩壊対策事業の事業費の一

部に充てるため、受益者から地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２４条

の規定により徴収する分担金（以下「分担金」という。）に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1) 急傾斜地 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法

律第５７号。以下「法」という。）第２条第１項に規定する急傾斜地をいう。 

(2) 急傾斜地崩壊危険区域 法第３条の規定により長崎県知事が指定した急傾

斜地崩壊危険区域をいう。 

(3) 受益者 次のいずれかに該当する者であって、規則の定めるところにより

あらかじめ市に提出された受益者団体届出書に記載されているもののうち、市

長が適当と認めるものをいう。 

ア 急傾斜地崩壊危険区域にある土地の所有者、管理者又は占有者であって、

急傾斜地崩壊対策事業により利益を受けるもの 

イ 急傾斜地崩壊危険区域における急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれ

のある者 

（分担金の徴収） 

第３条 分担金は、急傾斜地崩壊対策事業に係る受益者で構成する団体（以下「受

益者団体」という。）から徴収する。 
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（分担金の額） 

第４条 前条の規定により市が徴収する分担金の額は、年度ごとに当該急傾斜地崩

壊対策事業に要する経費に１００分の１を乗じて得た額（その額に１，０００円

未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

（徴収方法） 

第５条 市長は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担

金の額、その納期限等を受益者団体に通知しなければならない。 

２ 分担金は、毎年度、当該年度分の金額を一括して徴収する。 

３ 受益者団体は、第１項の規定により通知された納期限までに分担金を一括して

納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、分割して納付す

ることができる。 

４ 前３項の規定により徴収した分担金について精算の結果、過納又は不足がある

ときは、これを返還し、又は追徴する。 

（分担金の減免等） 

第６条 市長は、天災その他特別の理由により特に必要があると認めるときは、分

担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

急傾斜地崩壊対策事業の費用に充てるため、当該事業により特に利益を受ける者

から徴収する分担金に関する事項については、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２２８条の規定により条例で定める必要がある。これが、この条例案を提出

する理由である。 
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議案第１７号 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

平成２８年１０月１２日に議決された岐宿辺地に係る公共的施設の総合整備計画

を別紙のとおり変更する。 

令和２年３月４日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

 

 （提案理由） 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更については、辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）

第３条第８項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出す

る理由である。 
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（別紙） 

総 合 整 備 計 画 書（第１次変更） 

長崎県五島市  岐宿辺地 

（辺地の人口 １，０７１人、面積  ４．７０ｋ㎡） 

 

１．辺地の概況 

 （１）辺地を構成する町又は字の名称   長崎県五島市岐宿町岐宿 

 （２）地域の中心の位置         長崎県五島市岐宿町岐宿２４３１番１ 

 （３）辺地度点数            ２２６点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

国民健康保険岐宿歯科診療所の歯科ユニット３台のうち１台は、平成８年に長崎大学歯

学部が購入し、平成２４年３月に市が譲り受けたものである。しかし、購入後２０年が経

過しており、老朽化による故障が頻繁に発生し、また、近年受診者数が増加しているため、

歯科ユニットが使用不能になると診療に支障を来すことが考えられる。このようなことか

ら、新たに歯科ユニットを整備することで、地域医療の充実を図るものである。 

国民健康保険岐宿歯科診療所の歯科ユニット３台のうち１台は、平成１１年に購入した

ものである。しかし、購入後２０年が経過しており、老朽化による故障が頻繁に発生して

いるため、今後の診療に支障を来すことが考えられる。このようなことから、新たに歯科

ユニットを整備することで、地域医療の充実を図るものである。 

 

３．公共的施設の整備計画 

平成２８年度から令和２年度まで   ５年間 

（単位：千円） 

        区  分 
事 業  

施 設 名     主 体 
事 業 費 

財 源 内 訳 一般財源のう

ち辺地対策事 
業債の予定額 

特 定 財 源 一 般 財 源 

診療施設 五 島 市 8,176 3,996 4,180 3,940 

      

      

合  計  8,176 3,996 4,180 3,940 
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議案第１８号 

 

新市建設計画の変更について 

新市建設計画を別紙のとおり変更する。 

令和２年３月４日提出 

                       五島市長 野 口 市太郎 

 

 

（提案理由） 

新市建設計画の変更については、市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年

法律第６号）第５条第７項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、こ

の案を提出する理由である。 
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議案第１９号 

 

工事請負契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結する。 

令和２年３月４日提出 

五島市長 野 口 市太郎      

 

１ 工 事 名  田部手川河川改修工事 

２ 工 事 場 所   五島市松山町 

３ 契約の方 法  一般競争入札 

４ 工事請負金額  ２０４，６００，０００円 

５ 工事請負 人  五島市平蔵町２４６０番地５ 

          株式会社 三和 

          代表取締役 浦 雄介 

 

 

 （提案理由） 

 工事請負契約の締結については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６

条第１項第５号及び五島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（平成１６年五島市条例第５０号）第２条の規定により議会の議決を経る

必要がある。これが、この案を提出する理由である。 
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議案第２０号 

 

生活支援ハウス及び高齢者生活福祉センターの指定管理者の指定につい 

て 

 五島市生活支援ハウス及び高齢者生活福祉センター条例（平成１６年五島市条例

第１０８号）第４条第１項の規定により、生活支援ハウス及び高齢者生活福祉セン

ターの指定管理者を次のとおり指定する。 

令和２年３月４日提出 

五島市長 野 口 市太郎   
 

公の施設の名称 指 定 管 理 者 指 定 の 期 間 

三井楽生活支援ハウス白砂 五島市吉久木町908番地１ 

社会福祉法人 五島会 

理事長 谷 川 順 一 

令和２年４月１日から 

令和７年３月31日まで 

 

 

 （提案理由） 

 公の施設の指定管理者の指定については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案

を提出する理由である。 
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議案第２１号 

 

和解について 

 市が貸し付けていた市有地の残置物の収去について、次のとおり和解する。 

令和２年３月４日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

１ 和解の相手方  長崎市興善町２番３１号 

          破産者株式会社坂口工業 

          破産管財人弁護士 福 田 浩 久 

２ 和 解 の 内 容 

五島市長 野口市太郎（以下「甲」という。）と破産者株式会社坂口工業 破産管

財人弁護士 福田浩久（以下「乙」という。）は、甲、破産者株式会社坂口工業間

で締結した五島市富江町松尾字福瀬山１４８番２の土地の一部（以下「本件物件」

という。）の市有財産貸付契約（以下「本件契約」という。）について、次のとお

り合意する。 

(1) 甲と乙は、本件契約が終了していることを確認する。 

(2) 甲は、乙に対し、次号の支払を条件として、本件物件の原状回復義務及び原

状回復義務完了までの賃料相当損害金を免除する。 

(3) 乙は、甲に対し、本件解決金として１００万円の支払義務があることを認め、

本合意についての五島市議会の議決後２週間以内に甲指定の口座へ送金して支

払う。 

(4) 乙が本件物件上に残置した物件についてはその所有権を放棄し、甲において

これらの残置物につき、いかなる処分をしても、乙は何らの異議も述べない。 

(5) 前号の処分により、甲が何らかの収入を得た場合、その収入は全額甲に帰属

する。 

(6) 甲と乙は、本件契約に関しては、合意書に定めるもののほか、相互に何らの

債権債務のないことを確認する（本件契約と関係のない甲の乙に対する財団債

権は、本合意後も存続する。）。 

(7) 本合意は、五島市議会の議決及び長崎地方裁判所の許可があったときに効力
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を生じるものとする。 

３ 和解の理 由  

株式会社坂口工業については、令和元年６月４日に長崎地方裁判所から破産手

続の開始決定がされている。市は同社に対し、平成３１年３月３１日まで本件物

件を貸し付けていたが、賃貸借契約満了後も同社の資材等が残されたままとなっ

ていることから、これまで早期の原状回復を求めてきたところである。 

しかしながら、相手方から同社の破産財団の額から判断して残置物の全部を収

去することはできないため、和解による解決をしたい旨の申し出があり、その内

容について検討したが、和解を行う方が市にとって有利であることから和解をし

ようとするものである。 

 

 

 （提案理由） 

 和解については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２

号の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出する理由であ

る。 
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議案第２２号 

 

和解について 

 市有財産売買契約の解除に伴う売買代金の返還について、次のとおり和解する。 

令和２年３月４日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

１ 和解の相手方  五島市岐宿町中嶽１０７３番地１ 

          医療法人山内診療所 

          理事長 宮 﨑 昭 行 

２ 和 解 の 内 容 

五島市長 野口市太郎（以下「甲」という。）と医療法人山内診療所 理事長 

宮﨑昭行（以下「乙」という。）は、甲、乙で締結した五島市岐宿町川原字渕之

元５７７番地１の建物（以下「本件物件」という。）の市有財産売買契約（以下

「本件原契約」という。）について、次のとおり合意する。 

(1) 甲と乙は、本合意の効力発生日をもって、本件原契約を合意により解除す

る。 

(2) 甲は、乙に対し、本件原契約の解除に伴う本件物件の原状回復義務を免除

する。 

(3) 甲は、乙に対し、本件原契約の解除に伴い、本件原契約に基づいて乙から

甲に対して支払われた売買代金７，４００，０００円のうち金４，２６８，０

４７円の返還義務があることを認める。 

(4) 乙は、本合意の効力発生後、速やかに本件物件の所有権抹消登記手続を行

い、手続完了後に甲に対して手続が完了した旨の通知を行う。 

(5) 甲は、前号の通知を受けた日の翌日から２週間以内に、第３号の金員を乙

指定の口座に送金して支払う。 

(6) 乙は、前号の入金を確認後、速やかに甲に対して本件物件を引き渡す。 

(7) 乙が本件物件引渡し時において本件物件に残置した設備及び動産（以下

「残置設備等」という。）については、乙はその所有権を放棄し、引渡し後の

甲による残置設備等の処分について何らの異議も述べない。 

- 34 -



(8) 甲が前号の処分を行ったことにより収入が発生した場合、その収入は全額

甲に帰属する。 

(9) 甲と乙は、本件原契約に関し、合意書に定めるもののほか、相互に何らの

債権債務のないことを確認する。 

(10) 本合意は、五島市議会の議決があったときに効力を生じるものとする。 

３ 和 解 の 理 由 

  平成２３年６月２１日、本件物件について、譲渡日の翌日から起算して１０年

間を経過する日まで引き続き診療所施設として利用することを条件として、相手

方と本件原契約を締結し、同年７月１日に本件物件を譲渡した。 

平成３１年３月３１日、相手方が本件物件の診療所施設としての利用を廃止し

たため、市は、本件原契約を解除しようとしたところ、当該解除に伴う売買代金

の返還に当たり当該解除による市の損害額の決定について相手方との折り合いが

つかない状況が続いたが、これを譲渡日から診療所施設としての利用の廃止日ま

での本件物件の使用料相当額を基礎とする３，１３１，９５３円とすることで和

解し、売買代金から当該損害額を控除した額を相手方に返還しようとするもので

ある。 

 

 

 （提案理由） 

 和解については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２

号の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出する理由であ

る。 

 

- 35 -



議案第２３号 

 

長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約 

の変更について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により令和２年

４月３０日をもって、長崎県市町村総合事務組合から長崎市を脱退させ、長崎県市

町村総合事務組合規約を次のとおり変更する。 

令和２年３月４日提出 

五島市長 野 口 市太郎  

 

長崎県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

長崎県市町村総合事務組合規約（平成８年３月２７日自治許第４０号）の一部を

次のように変更する。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第２条関係） 

組合を組織する組合市町村 

佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島

市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見

町、小値賀町、佐々町、新上五島町、東彼地区保健福祉組合、雲仙・南島原保

健組合、島原地域広域市町村圏組合、県央県南広域環境組合、北松北部環境組

合、県央地域広域市町村圏組合、長崎県後期高齢者医療広域連合、長与・時津

環境施設組合 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第３条、第１３条～第１６条関係） 

組合の共同処理する事務と団体 
  

第３条第１号に関す

る事務 

 

佐世保市、島原市、大村市、平戸市、松浦市、対馬

市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長

与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀

町、佐々町、新上五島町、東彼地区保健福祉組合、雲

仙・南島原保健組合、島原地域広域市町村圏組合、県
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央県南広域環境組合、北松北部環境組合、長崎県後期

高齢者医療広域連合 

ただし、佐世保市及び大村市は、資金管理及び出納事

務に限る。 

第３条第２号から第

８号までに関する事

務 

島原市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、

西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵

町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島

町 

第３条第９号に関す

る事務 

島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、

壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与

町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀

町、佐々町、新上五島町、東彼地区保健福祉組合、雲

仙・南島原保健組合、島原地域広域市町村圏組合、県

央県南広域環境組合、北松北部環境組合、県央地域広

域市町村圏組合、長崎県後期高齢者医療広域連合、長

与・時津環境施設組合 

第３条第１０号に関

する事務 

島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、

壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与

町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀

町、佐々町、新上五島町 

第３条第１１号に関

する事務 

島原市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、

西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵

町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島

町 

第３条第１２号アに

関する事務 

島原市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、

五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津

町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々

町、新上五島町 

第３条第１２号イに

関する事務 

島原市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、

五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津

町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々

町、新上五島町 
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第３条第１３号に関

する事務 

島原市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、

西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵

町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島

町、東彼地区保健福祉組合、雲仙・南島原保健組合、

島原地域広域市町村圏組合、県央県南広域環境組合、

北松北部環境組合 

附 則 

この規約は、令和２年５月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

令和２年４月３０日をもって、長崎市が長崎県市町村総合事務組合から脱退する

ことに伴い、長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組

合規約の変更に関する協議について、地方自治法第２９０条の規定により議会の議

決を経る必要がある。これが、この案を提出する理由である。 
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報告第１号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会の

議決により指定された和解及び損害賠償の額の決定について別紙のとおり専決処分

したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和２年３月４日提出 

 

五島市長 野 口 市太郎   
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専 決 処 分 書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会の

議決により指定された事項について次のとおり専決処分する。 

令和２年１月１６日 

五島市長 野 口 市太郎        

 

和解及び損害賠償の額の決定について 

公用車が軽乗用自動車に接触した交通事故について、次のとおり和解し、損害賠

償の額を決定する。 

 

１ 和解及び損害   

  賠償の相手方   

２ 和 解 の 要 旨 

 令和元年１１月２７日、市の軽乗用自動車（長崎５８０た７０４０）を運転し

ていた市の職員が、五島市総合福祉保健センター１階駐車場において、十分な確

認をせず後進したことにより、当該駐車場に駐車していた相手方の軽乗用自動車 

           に接触し、同車両のフロント部分を損傷した交通事故に

ついて、市は、当該事故の責任を全て認め、当該事故により生じた損害を全て賠

償する。 

３ 損害賠償の額  軽乗用自動車修理費  ３６１，１０８円 
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